
さいたま市　条例第15条1項1号規則第20条

再生資源物の屋外保管事業場

許 可 年 月 日 令 和 　 年 　 月 　 日

令 和 　 年 　 月 　 日

金属、プラスチック

法人名又は個人名

個人名のみ役職名無くても可

本社の電話番号・メールアドレスでも可

1 1 1 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯許 可 番 号

許 可 の 期 間

管 理 者

相 談 窓 口

再 生 資 源 物
の 種 類

事 業 者

屋外保管事業場の掲示板


